
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ロ
ヂ
ャ
ー
ス
八
潮
店 

 
 

 

埼
玉
県
八
潮
市
中
央
三
丁
目
十
二
―
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

当
該
店
舗
へ
の
入
出
庫
つ
い
て
は
、
片
側
一
車
線
の
東
側
市
道
か
ら
と
な
り
入
庫
待
ち

の
車
両
が
東
側
市
道
に
滞
留
し
た
場
合
に
は
、
県
道
か
ら
の
距
離
が
二
十
メ
ー
ト
ル
程
度

と
短
い
こ
と
も
あ
り
、
三
方
向
か
ら
車
両
が
集
ま
る
と
本
市
道
の
み
な
ら
ず
県
道
を
含
め

周
辺
道
路
に
渋
滞
が
発
生
す
る
。
こ
の
た
め
、
状
況
に
応
じ
て
交
通
誘
導
員
を
適
正
に
配

置
し
、
店
舗
へ
の
入
出
庫
に
よ
る
渋
滞
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
路

上
駐
車
等
が
発
生
し
な
い
よ
う
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

⑵ 

周
辺
住
民
の
生
活
環
境
保
全
の
た
め
、
公
害
等
の
未
然
防
止
に
努
め
、
市
民
よ
り
苦
情

等
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
か
つ
誠
意
を
も
っ
て
対
処
す
る
こ
と
。 

 

⑶ 

届
け
出
場
所
は
、
八
潮
市
立
八
幡
小
学
校
の
通
学
路
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
登
下
校

時
間
帯
に
は
、
児
童
生
徒
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ま
た
、
騒
音
等
で
児
童
生

徒
が
健
康
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

 
 

 

登
下
校
時
間
以
外
に
お
い
て
も
児
童
が
通
行
及
び
付
近
で
遊
ん
で
い
る
と
き
に
は
、
安

全
の
た
め
注
意
の
声
掛
け
等
に
も
配
慮
さ
れ
た
い
。 

 

⑷ 

地
元
雇
用
へ
の
配
慮
、
八
潮
市
商
工
会
へ
の
加
入
、
地
域
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
な
ど
、

地
域
社
会
へ
の
貢
献
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 


